
横福指第91号 

令和７年（2025 年）７月 18 日 

 

各指定就労継続支援Ａ型事業所管理者 様 

 

横須賀市民生局福祉こども部指導監査課長 

 

就労継続支援Ａ型事業所の経営状況等の報告について（依頼） 

 

日頃から本市の福祉行政に御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

さて、「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」（平

成 19 年４月２日付 障障発 0402001 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通

知）に基づき、貴事業所の経営状況について御報告いただくとともに、令和６年度を改善期間と

する経営改善計画書を提出した事業所におかれましては、経営改善状況等を次のとおり御提出く

ださるようお願いします。 

 

１ 対象事業所 

令和７年４月１日時点で指定を受けている就労継続支援Ａ型事業所 

 

２ 提出書類 

（１）経営状況についての報告 ※上記「対象事業所」に該当する全事業所 

①就労支援事業別事業活動明細書等（別紙様式１【表１～４】） 

・「就労支援事業別事業活動明細書」 

・「就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書」または「就労支 

援事業明細書」 

②直近の法人の決算書 

 

（２）経営改善状況についての報告 ※昨年度経営改善計画書を提出した事業所のみ 

・「就労継続支援Ａ型事業所 経営改善実績報告書」（別紙様式２） 

 

（３）経営改善計画書の提出 

※昨年度「基準省令第 192 条第２項」（注１）を満たしていない事業所のみ 

・「就労継続支援Ａ型事業所 経営改善計画書」（別紙様式３－１） 

・「経営改善期間中の具体的改善策と実施状況等」（別紙様式３－２） 

 

３ 提出期日及び提出方法 

（１） 提出期限 令和７年７月 29 日（火）厳守 

 

（２）提出方法 電子メールにて御提出ください。 

＜提出先＞ 

メールアドレス：shidokansa-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp 
※メールの件名は「【〇〇←事業所名】就労継続支援Ａ型 経営状況等の報告について」とし

てください。 

 



（３）様式等掲載場所 

「障害福祉情報サービスかながわ」→「書式ライブラリ」→ 

「５．横須賀市からのお知らせ」→「１．横須賀市からのお知らせ」 

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=14&id=41 

 

４ その他 

今回、基準省令第 192 条第２項を満たしていない事業所については、経営改善計画書等の提出

を求めますが、必要に応じてヒアリング等を行うことがありますのでご承知おきください。 

 また、就労継続支援Ａ型事業所等が都道府県等から経営改善計画の提出を求められた際に、指

定された期日までに提出されていない場合には、－50 点のスコアを算定することになっている

ため、提出期限までに未提出の場合（事業所担当者と連絡が取れない等も含む）、スコア得点を

修正することになります。 

 

（注１）基準省令第 192 条第２項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉 

サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 171 号） 

 

指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業 

に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるよ 

うにしなければならない。 

 

 

【事務担当】横須賀市民生局福祉こども部指導監査課 法人・障害担当 

                 電 話：０４６－８２２－８４１１ 

ＦＡＸ：０４６－８２７－０５６６ 

メール：shidokansa-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp 

 

 


